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７日（火） 子育てサロン 

14 日（火） 
高齢者のつどい 

※調理実習あり 

20 日（月） 校区連合自治会 

21 日（火） 子育てサロン 

23 日（木） 
知っ得シニア講座 

「交通安全教室」 
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家具を固定し地震被害を防ぎましょう 

 愛媛県地震被害調査では、南海トラフ巨大地震による

屋内転倒落下物等による死者は、家具等の転倒防止対策の

実施により約７分の２に軽減されると想定されます。この

ようなことから、高齢者などの世帯を対象に、家具転倒防

止等推進事業を実施しています。安全な住まいづくりの第

１歩として、是非ご活用ください。 

対象世帯 

市内に居住し、次のいずれかに該当する人のみ世帯 

① ６５歳以上の人 

② 介護保険法に基づく、要介護度が要支援１、２また 

は要介護１～５の認定を受けた人 

③ 身体障害者手帳１、２級を所持している人 

④ 療育手帳を所持している人 

⑤ 精神障害者保健福祉手帳を所持している人 

内  容 

 １世帯につき、家具固定器具３点及びガラス飛散防止フ

ィルム４枚の施工に係る費用を市が負担します。 

 家具を固定する器具、ガラス飛散防止フィルムの購入に

要する費用を負担していただきます。 

申  込 

家具転倒防止等推進事業申請書に必要事項を記入し、防

災安全課へ提出してください。（郵送可） 

詳細は、防災安全課までお問い合わせください。 

 

新居浜市役所 市民部 防災安全課 

TEL（０８９７）６５－１２８２ 

FAX（０８９７）３３－５１８０ 

   E-mail：bousai@city.niihama.ehime.jp 

 

風水害への備え 

「備えあれば憂いなし！」備えとは一体どんなこと？ 

家族会議を開こう 

 家族そろって災害について話し合い、防災意識を高めま
しょう。 

＜話し合っておきたいこと＞ 

 Ⅰ、家の周辺の危険個所を全員で確認（実際に歩いてみる） 

 Ⅱ、避難場所はどこか、どのルートで避難するのか 
  （より安全に避難場所まで辿り着くルートを確認する） 

 Ⅲ、どうやって連絡を取り合うか、家族がどこに集合す
るのか（災害時、電話やメールでの連絡は困難になるの

で、伝言ダイヤル１７１「誰もイナイ」やインターネット

の災害対応掲示板を利用しよう。） 

 Ⅳ、災害時の役割分担（非常持出品、子供・高齢者の誘導等） 

非常持出品を準備しよう 

非常食、衣料品、貴重品、救急用品、衛生用品、照明、携
帯ラジオ、その他必要なものを袋に入れて持ち出しやす
い場所に準備しよう。 

情報を集めよう 

 台風や豪雨などは、規模や襲来の時期をある程度予想で
きます。 

 天気予報など気象に関する情報をチェックしましょう。 

 

 被害は地形と関係があるため過去の災害による被害情
報が役立ちます。 

 

 市役所（消防）・警察署から身近な情報を得ることがで
きます。災害時に避難などの指示が出されたときは、す
みやかに従いましょう。 


